
静岡県行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年５月27日

静岡県知事職務代理者

静岡県副知事 森 貴 志

静岡県規則第48号

静岡県行政組織規則の一部を改正する規則

静岡県行政組織規則（平成19年静岡県規則第29号）の一部を次のように改正する。

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

この規則は、令和６年５月28日から施行する。

改正前 改正後

（本庁の参事等）

第67条 第60条から前条までに規定する職のほ

か、本庁に、次の表の左欄に掲げる職を同表

の中欄に掲げる機関に置き、その職にある者

は、それぞれ上司の命を受けて同表の右欄に

掲げる職務を行う。

２～８ （略）

（本庁の参事等）

第67条 第60条から前条までに規定する職のほ

か、本庁に、次の表の左欄に掲げる職を同表

の中欄に掲げる機関に置き、その職にある者

は、それぞれ上司の命を受けて同表の右欄に

掲げる職務を行う。

２～８ （略）

職 機関 職務

（略）

統括秘書主

幹

（略）

秘書主幹

（略）

職 機関 職務

（略）

統括秘書主

幹

（略）

秘書監

秘書主幹

（略）


